
令和４年９月吉日 

会員のみなさまへ 

川崎西青色申告会 
 

 
 

 当会では随時記帳確認相談を行っておりますが、確定申告期に向けてスムーズな申告ができるよう 

決算準備相談会を行います。特に以下の枠内に該当する方は必ずお越しください。 
 

  
 

 

 

 

 
 

※ インボイス制度についての質問や登録申請をしたい方もぜひこの機会にお越しください！ 

確定申告期間中はインボイス制度のご相談等はできかねますので、年内中にお済ませください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 前回の確定申告相談が一度で終わらなかった方 

② 記帳や合計残高試算表（集計表を含む）の作成の仕方が分からない方。数字が合わない方 
 

③ 会計ソフトを利用していて、日々の入力の仕方で分からないことがある方 
 

④ 建物・車輌・備品等（１０万円以上）の取得をした方 
 

⑤ 消費税課税事業者の方で、区分経理の仕方が分からない方  など 

 
 

通常日程 

① 日  程：１０月１７日（月）～１２月９日（金） 

※ 土・日・祝日を除きます。 
 

② 受付時間：午前９時００分～１１時３０分 

午後１時００分～ ３時３０分 
 

③ 持参する物 

★令和２年分、令和３年分決算書・申告書 

★記帳している帳簿、集計表（試算表）や事業用通帳など記帳確認に必要な資料 

★今年購入した車輌、備品等（１０万円以上）の請求書・領収書・注文書等。建物の場合 

は建築見積書等。 

★確定申告でご不明な資料 など 
 

④ 会 場：川崎西青色申告会館 
 

⑤ そ の 他：会計ソフトを利用して相談を受けられる方は、予約制（相談時間は１時間毎）と 

       なります。予約をお取りの上お越しください。 

また、１２月以降の予約は大変取りづらくなりますので、お早めにご相談にお越 

しください！ 

      ・予約先：川崎西青色申告会事務局 ℡ ９１１－４６１６ 

 

土曜日日程（予約制） ※開催日前日までに予約がない場合は相談会を行いません。  

① 日 程：１１月１２日、１２月１０日 
 

② 受付時間：午前９時００分～１１時００分（相談時間は１時間毎） 
 

③ 予 約 先：川崎西青色申告会事務局 ℡ ９１１－４６１６ 
 

④ 会 場：川崎西青色申告会館 
 

裏面へ 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当会に相談にお越しの際には次の点にご理解とご協力

をお願いいたします！  
 

※ 来所時の ①マスクの着用 ②消毒 ③検温にご協力をお願いいたします。 

※ 発熱があるなど体調が優れない場合は、ご来場をご遠慮ください。 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※尚、今後の新型コロナウイルス感染状況や行政の方針などにより変更となる場合があります。 

 
 
 

 

ご不明な点がございましたら、青色申告会事務局までご連絡下さい。℡ ０４４－９１１－４６１６ 
 

 その他当会の情報はホームページ http://www.shokonet.or.jp/aoiro/kawasakinisi/ 

をご覧ください。 

取
得
を
さ
れ
て
い
な
い
方 

 

ご住所に届いている個人番号通知書と個人番号カード交付申請書を使用して、下記①～④のい

ずれかの方法で申請をお願いいたします。なお、通知カードに付属の個人番号カード交付申請書

や QRコード付きマイナンバーカード交付申請書もご利用できます。初回交付手数料は無料です。 
  

① 郵便から ②パソコンから 

 

 

③スマートフォン 

から 

④証明用写真機から 

（対応機） 

 

※ 市区町村窓口で交付申請をすることもできます。詳しくはお住まいの市区町村へおたずねください。 

取
得
済
み
の
方 

 

～マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください！～ 
 

○ マイナンバーカードは１０年、電子証明書は５年の有効期限があります。 

有効期限の２週間前～２ケ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。通知書に同梱のパ

ンフレットに更新手続きのご案内があります。 
 

○ 更新手続きについて 

・マイナンバーカード・電子証明書の更新にかかる手数料は無料です。 

・必要書類（有効期限通知書に記載）をお持ちの上、お住いの市区町村窓口で手続きをしてく 

ださい。 

 
 

（※会計ソフトを利用して相談を受けられる方は従来通りの予約制となります） 
 

○優先予約相談期間：令和５年２月１日（水）～２月２８日（火） 
※ ２月４日（土）・１１日（土）・日・祝日を除きます。 

  また、２月１８日（土）・２５日（土）は午前中のみ行います。 
 

○相談時間：通常相談会・土曜日相談会受付時間内において６０分以内（１回のみ。 

各時間帯に予定枠数がありますことをご承知おきください。） 
 

○優先予約取得条件（①と②の両方を満たしていること） 

① 記帳確認並びに決算準備相談会にお越しになり、記帳確認が済んでいる方。 

② マイナンバーカードを取得されている方。 
 

○予約受付期間：令和４年１２月２０日（火）～令和５年 1 月２０日（金）まで、 

電話にて受付をいたします。 
 

○予約先：川崎西青色申告会事務局 ℡０４４－９１１－４６１６ 
   

http://www.shokonet.or.jp/aoiro/kawasakinisi/

